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地域共生等の施策に関する議論の状況について 
 

人口減少・単身世帯の増加などの社会情勢の変化や、人口構造や世帯構成の地域差、

多様化・複雑化する福祉ニーズへ対応していくためには、引き続き、誰も取り残される

ことなく地域で支え合う社会を目指す地域共生社会の理念を中心に据え、2040 年に向け

て、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働を進め、包括的な支援体制

の整備を通じた地域共生社会のさらなる実現・深化を行うことが重要である。 

 

こうした中で、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令

和２年法律第 52 号）附則第２条における施行後５年の検討規定等を踏まえ、令和６年６

月から地域共生社会の在り方検討会議において議論が行われ、令和７年５月に中間とり

まとめが公表された。また、2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方について、高

齢者等に係る 施策や、他の福祉サービスも含めた共通の課題等の検討を行うため、令

和７年１月から「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会において議論が

行われ、令和７年７月にとりまとめが公表された。 

これらを踏まえ、福祉部会において令和７年４月以降議論を行い、また、福祉部会の

下に設置した福祉人材確保専門委員会において令和７年 11 月にとりまとめられた「福

祉人材確保専門委員会における議論の整理」についても報告を受け、令和７年 12 月に報

告書がとりまとめられた。 

報告書（※）においては、2040 年に向けて、人口減少・単身世帯の増加や福祉ニーズ

の多様化・複雑化が進む中で、地域の実情に応じた包括的な支援体制を整備する上での

具体的な方向性が示され、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充や福祉人材の安

定的な確保及び定着支援、支援基盤の強化等の内容が盛り込まれている。 

 

今後、報告書の内容を踏まえ、支援を必要とされている方々を誰一人取り残すことの

ない地域共生社会の実現に向け、必要な法案の提出の準備を進め、制度や運用の見直し

のために必要な対応を速やかに講ずる予定であるので、御了知願いたい。 

 

※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67483.html  
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地域共生社会の
在り方検討会議

福祉部会の報告書とりまとめまでの流れ

※ 議論の内容に応じ、介護保険部会、障害者部会、こども家庭審議会など、関係審議会とも連携
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①包括的な支援体制整備に向けた対応
・包括的な支援体制整備のために市町村が実施すべき施策の明確化

（１）地域住民同士の支え合い推進のための環境整備、（２）支援関係機関

同士の連携体制整備、（３）地域住民と支援関係機関の協働体制整備

・支援会議を活用可能な市町村の拡大（※）、市町村が地域の見守り

等に協力する団体を委嘱できる仕組みの創設

※ 重層的支援体制整備事業を実施していない市町村にも拡大

・重層的支援体制整備事業の質の向上に向けた事業評価の導入

・生活困窮者自立支援制度の対象として、頼れる身寄りがいない高齢

者等が含まれることの明確化等

【議論の観点】
・ 2040年に向け、人口減少・単身世帯の増加等の社会情勢の変化や多様化・複雑化する福祉ニーズ、人口構造や

世帯構成の変化スピードの地域差、地域における支え合い機能の脆弱化への対応が課題
・ 全ての市町村で、多様な地域生活課題の解決に向けて、福祉分野を超えた連携や地域との協働を進め、包括的
な支援体制の整備を強力に推進していく必要

・ 地域と行政が一丸となり、地域の資源を最大限活用し、地域住民、関係者が皆で共に地域を創り上げるため、
誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を目指す地域共生社会のさらなる実現・深化を行うことが重要

１．地域共生社会の更なる展開について

社会保障審議会福祉部会報告書（概要）① 令和７年 1 2月 1 8日

２．頼れる身寄りがいない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について

①新たな第二種社会福祉事業の創設
・頼れる身寄りがいない高齢者等に対する「日常生活支援」「円滑な

入院等の手続支援」「死後事務の支援」を行う事業を第二種社会福

祉事業に位置付ける

②過疎地域等における包括的な支援体制整備のための
新たな仕組み

・過疎地域等における包括的な支援体制整備を推進するための新た

な仕組みの創設

福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を縦割りの基準から分

野横断的な基準に柔軟化、地域との協働促進を図る事業を実施

③地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化
・地域共生社会の実現に向けた行政責務・役割を明確化

・福祉以外分野との連携・協働の強化

②中核機関の位置付け等
・権利擁護支援のコーディネートや関係機関の連携強化等を行う事

務を市町村の努力義務化

・上記事務を担う中核機関の法定化
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３．社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の
在り方について

４．災害に備えた福祉的支援体制について

①社会福祉連携推進法人制度の見直し
・地域の福祉ニーズを充足できていない場合等に、サービス提供体

制確保のため、第二種社会福祉事業等を実施可能とする

②既存施設の土地・建物等の有効活用
・地域の福祉サービスの提供を維持するため、社会福祉連携推進法

人が社員社会福祉法人の土地・建物等の貸付支援業務を実施

・社会福祉法人の解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加

①平時からの連携体制の構築
・包括的支援体制の整備を推進するための連携分野に防災を追加

・市町村地域福祉計画等の記載事項に災害福祉を追加

②DWATの平時からの体制づくり・研修等
・災害派遣福祉チーム（DWAT）として活動する者の名簿登録や研

修・訓練を国が実施

・派遣要請時におけるDWATチーム員の派遣元使用者の配慮義務等

を設ける

５．介護人材の確保・育成・定着について

①地域差を踏まえた各地域における人材確保の取組
・都道府県が設置主体となって、人材確保に関する地域の関係者が地

域の実情等の情報を収集・共有・分析、課題を認識し、協働して実

践的に課題解決に取り組むためのプラットフォームの制度化

②若者・高齢者・未経験者などの多様な人材の確保・育成・定着
・テクノロジーの活用、働きやすい環境づくりの整備、タスクシフト/

シェアの推進（業務の整理・切り出しと介護助手の活用等）

③中核的介護人材の確保・育成
・潜在介護福祉士に係る届出制度の現任者への拡充

・介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの経過措置に

ついて、終了・延長両方の意見や、今後の養成施設の役割も踏まえ

た適切な対応

・介護福祉士養成施設の今後の在り方（国家資格の取得に向けた取組

の強化、地域の担い手への研修、ICT教育、リカレント教育等）

④外国人介護人材の確保・定着
・小規模法人での外国人材の確保・定着のため、海外現地への働きか

け、日本語教育・生活環境整備など地域ごとに必要な支援策の検討

・准介護福祉士制度について、廃止すべきとの意見を踏まえ、フィリ

ピン政府との関係等も考慮した適切な対応

社会保障審議会福祉部会報告書（概要）② 令和７年 1 2月 1 8日
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① 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化

i. 地域住民等・行政の責務等の規定の再整理

ii. 意思決定支援の配慮の法令上明確化

iii.他分野・地域住民等との連携・協働の強化

iv.地方創生等政府方針との連動

② 包括的な支援体制の整備に向けた対応

i. 支援会議や財政的支援等の対象を拡大※１

ii. 生活困窮者自立支援制度を中心とした既存制度の

活用推進

iii.過疎地域等において既存制度の機能集約を可能と

する特例を創設

iv.都道府県の包括的な支援体制の整備に係る役割の

明確化

v. 重層事業の質の向上に向けた機能・取組評価に応

じた支援への見直し 等

③ 包括的な支援体制の中でのこども・若者支援の強化

人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和２年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和６年６月

から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。

本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、

包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。

地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ（概要） 令和７年５月２８日

１．地域共生社会の更なる展開 ２．身寄りのない高齢者等への
対応

５．社会福祉における災害への対応

① 社会福祉法人の地域における公益的な

取組や連携・協働の推進

② 社会福祉連携推進法人制度の活用促進

① 身寄りのない高齢者等の相談支援機

能の強化

② 日常生活支援※2 、入院入所手続支援、

死後事務支援等を提供する第二種社

会福祉事業を新設

③ 身寄りのない高齢者等を支えるネッ

トワーク構築

① 判断能力が不十分な方の地域生活を支

える事業を新設【２．②の事業の再掲】

② 権利擁護支援推進センター（権利擁護

支援の地域連携ネットワークのコー

ディネートや家裁からの意見照会に対

応）を法定化

４．社会福祉法人・社会福祉
連携推進法人の在り方

① 包括的な支援体制の整備に当たっての

防災分野との連携、平時からの関係者

との連携体制の構築

② DWAT（災害派遣福祉チーム）の平時

からの体制づくり・研修等の実施

※１ 重層的支援体制整備事業の実施市町村以外にも支援を実施

※２ 日常的な金銭管理や福祉サービス等利用の支援

３．成年後見制度の見直しへの
対応

- 5-



「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 とりまとめ（概要）

○ 人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高
齢者、独居高齢者等の増加

○ サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情に応じた
効果的・効率的なサービス提供

○ 介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続け、利用者等ととも
に地域で活躍できる地域共生社会を構築

2040年に向けた課題

① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化

② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保

③ 人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援

④ 地域の共通課題と地方創生（※）

基本的な考え方

【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備
・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対応
・包括的在宅サービスの検討

【一般市等】サービスを過不足なく提供

・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保

将来の需要減少に備えた準備と対応

方向性

※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等
・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介

護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

・ 介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ
※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動

C等の組み合わせ
・ 認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン

フォーマルな支援の推進

（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等

令和７年
７月25日

（４）福祉サービス共通課題への対応
（分野を超えた連携促進）

・ 社会福祉連携推進法人の活用を促進するための要件緩和

・ 地域の中核的なサービス主体が間接業務をまとめることへの支援

○ 2040年に向けて、高齢化・人口減少のスピードが異なる中、地域の実情を踏まえつつ、事業者など関係者の分野を
超えた連携を図り、サービス需要に応じた介護、障害福祉、こどもの福祉分野のサービス提供体制の構築が必要。

○ 地域住民を包括的に支えるための包括的支援体制の整備も併せて推進することで、地域共生社会を実現。

※介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なイン フラ。人手不足、移動、生産性向
上など他分野との共通課題の解決 に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

・ 地域の実情に応じた既存施設の有効活用等（財産処分等に係る緩和）

・ 人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実

・ 福祉医療機構による法人の経営支援、分析スコアカードの活用による
経営課題の早期発見

【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討
配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、
訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、
市町村事業によるサービス提供 等

・地域の介護等を支える法人への支援

（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等

・ テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上
※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

・ 都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

・ 大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率化）の推進

地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会
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